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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  バッテリを備える携帯型超音波診断装置において、
  前記バッテリの温度を検出するバッテリ温度検出部と、前記バッテリの残量を検出する
バッテリ残量検出部と、前記バッテリの温度と前記バッテリの残量に基づいて前記バッテ
リの状況の判定を行なう判定部と、前記判定部の判定に基づいて警告情報を作成する警告
情報作成部と、
　超音波に基づく超音波画像を表示する画像表示部と、を備え、
  前記バッテリ残量検出部が前記バッテリの残量を検出できない場合、前記警告情報作成
部は、前記バッテリに関する警告情報を作成し、
　前記画像表示部は、前記警告情報を前記超音波画像に重ねて表示することを特徴とする
携帯型超音波診断装置。
【請求項２】
  前記判定部は、前記バッテリの温度閾値を記憶する温度閾値記憶部と、前記温度閾値記
憶部に記憶された前記温度閾値と前記バッテリ温度検出部で検出された前記バッテリの温
度を比較する温度比較部と、前記バッテリの残量閾値を記憶する残量閾値記憶部と、前記
残量閾値記憶部に記憶された前記残量閾値と前記バッテリ残量検出部で検出された前記バ
ッテリの残量を比較する残量比較部と、前記温度比較部並びに前記残量比較部の比較情報
に基づいて、前記バッテリが正常である又は前記バッテリが異常であることを判定する比
較判定部を有していることを特徴とする請求項１に記載の携帯型超音波診断装置。
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【請求項３】
  バッテリを備える携帯型超音波診断装置において、
  前記バッテリの温度を検出するバッテリ温度検出部と、前記バッテリの残量を検出する
バッテリ残量検出部と、前記バッテリの温度と前記バッテリの残量に基づいて前記バッテ
リの状況の判定を行なう判定部と、前記判定部の判定に基づいて警告情報を作成する警告
情報作成部と、
　超音波に基づく超音波画像を表示する画像表示部と、を備え、
　前記判定部は、前記バッテリの温度閾値を記憶する温度閾値記憶部と、前記温度閾値記
憶部に記憶された前記温度閾値と前記バッテリ温度検出部で検出された前記バッテリの温
度を比較する温度比較部と、前記バッテリの残量閾値を記憶する残量閾値記憶部と、前記
残量閾値記憶部に記憶された前記残量閾値と前記バッテリ残量検出部で検出された前記バ
ッテリの残量を比較する残量比較部と、前記温度比較部並びに前記残量比較部の比較情報
に基づいて、前記バッテリが正常である又は前記バッテリが異常であることを判定する比
較判定部と、を有し、
　前記温度閾値より前記バッテリの温度が高い場合、若しくは前記残量閾値より前記バッ
テリの残量が低い場合、前記画像表示部は前記超音波画像をフリーズさせることを特徴と
する携帯型超音波診断装置。
【請求項４】
　バッテリを備える携帯型超音波診断装置において、
  前記バッテリの温度を検出するバッテリ温度検出部と、前記バッテリの残量を検出する
バッテリ残量検出部と、前記バッテリの温度と前記バッテリの残量に基づいて前記バッテ
リの状況の判定を行なう判定部と、前記判定部の判定に基づいて警告情報を作成する警告
情報作成部と、
　前記判定部は、前記バッテリの温度閾値を記憶する温度閾値記憶部と、前記温度閾値記
憶部に記憶された前記温度閾値と前記バッテリ温度検出部で検出された前記バッテリの温
度を比較する温度比較部と、前記バッテリの残量閾値を記憶する残量閾値記憶部と、前記
残量閾値記憶部に記憶された前記残量閾値と前記バッテリ残量検出部で検出された前記バ
ッテリの残量を比較する残量比較部と、前記温度比較部並びに前記残量比較部の比較情報
に基づいて、前記バッテリが正常である又は前記バッテリが異常であることを判定する比
較判定部と、を有し、
　前記判定部は、
　前記バッテリの温度が前記温度閾値に達するまでの時間である第１使用推定時間を、前
記バッテリ温度検出部で検出された前記バッテリの温度に基づいて判定し、前記バッテリ
の残量が前記残量閾値に達するまでの時間である第２使用推定時間を、前記バッテリ残量
検出部で検出された前記バッテリの残量に基づいて判定し、前記第１使用推定時間及び前
記第２使用推定時間のうち、短い方を最終的な前記バッテリの残りの使用時間として決定
することを特徴とする携帯型超音波診断装置。
【請求項５】
  超音波の送受信を制御する超音波送受信制御部を備え、前記温度閾値より前記バッテリ
の温度が高い場合、若しくは前記残量閾値より前記バッテリの残量が低い場合、前記超音
波送受信制御部は超音波の送受信を停止することを特徴とする請求項２から請求項４のい
ずれか１項に記載の携帯型超音波診断装置。
【請求項６】
  前記バッテリ温度検出部は所定時間の間隔で前記バッテリの温度を検出し、前記バッテ
リ残量検出部は前記バッテリの温度を検出する所定時間の間隔と同じ間隔で前記バッテリ
の残量を検出することを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の携帯型
超音波診断装置。
【請求項７】
  各構成要素に電力を供給する、又は前記バッテリを充電するＡＣアダプタと、前記ＡＣ
アダプタがコンセントに接続されていることを検出するアダプタ接続検出部とを備え、前
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記ＡＣアダプタがコンセントに接続されていることを検出した場合、前記警告情報作成部
は前記警告情報を作成しないことを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか１項に記
載の携帯型超音波診断装置。
【請求項８】
  前記バッテリの充電回数を計測する充電回数計測部を備え、前記判定部は、前記バッテ
リの残量及び充電回数に基づいて、前記バッテリの残りの使用時間を判定することを特徴
とする請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の携帯型超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯型超音波診断装置に係り、特に、設置する際の利便性(設置性)に優れた
携帯型超音波診断装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の超音波診断装置は、移動可能な台車に各種装置を搭載したワゴンタイプが主流で
あるが、可搬性に優れた携帯型の超音波診断装置が市場に流通している。例えば、ノート
タイプと呼ばれる携帯型超音波診断装置は、薄型の本体筐体に対して表示装置を備えた蓋
筐体を折りたたみ可能とする構造を備えている。
【０００３】
　携帯型超音波診断装置のバッテリの残量と閾値との比較結果に基づいて発生したアラー
ム信号を表示部に表示させることが行われている(例えば、特許文献1)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開2009-273517号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献1では、携帯型超音波診断装置のバッテリの残量に基づいてアラーム信号を表
示することについて言及されているが、例えば、バッテリの温度については、言及されて
いない。バッテリは高温に弱い材質で構成されており高温となると破損の恐れがある。そ
こで、バッテリは一定温度を超えると電源供給を停止することが考えられる。しかしなが
ら、特許文献1では、バッテリが高温になった場合、アラーム信号を表示することができ
ないものと思料する。よって、バッテリが高温となったことが原因で装置への電源供給が
停止した場合、突然、携帯型超音波診断装置が使用できなくなり、診断等に影響がでる可
能性がある。
【０００６】
　本発明では、バッテリの残量以外のパラメータも監視し、警告情報を適切に表示するこ
とができる携帯型超音波診断装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、バッテリを備える携帯型超音波診断装置において、 前記バッテリの温度を
検出するバッテリ温度検出部と、前記バッテリの残量を検出するバッテリ残量検出部と、
前記バッテリの温度と前記バッテリの残量に基づいて前記バッテリの状況の判定を行なう
判定部と、前記判定部の判定に基づいて警告情報を作成する警告情報作成部と、　超音波
に基づく超音波画像を表示する画像表示部と、を備え、 前記バッテリ残量検出部が前記
バッテリの残量を検出できない場合、前記警告情報作成部は、前記バッテリに関する警告
情報を作成し、前記画像表示部は、前記警告情報を前記超音波画像に重ねて表示すること
を特徴とする。
【０００８】
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　前記判定部は、前記バッテリの温度閾値を記憶する温度閾値記憶部と、前記温度閾値記
憶部に記憶された前記温度閾値と前記バッテリ温度検出部で検出された前記バッテリの温
度を比較する温度比較部と、前記バッテリの残量閾値を記憶する残量閾値記憶部と、前記
残量閾値記憶部に記憶された前記残量閾値と前記バッテリ残量検出部で検出された前記バ
ッテリの残量を比較する残量比較部と、前記温度比較部並びに前記残量比較部の比較情報
に基づいて、前記バッテリが正常である又は前記バッテリが異常であることを判定する比
較判定部を有している。
【０００９】
　前記バッテリ温度検出部は所定時間の間隔で前記バッテリの温度を検出し、前記バッテ
リ残量検出部は前記バッテリの温度を検出する所定時間の間隔と同じ間隔でバッテリの残
量を検出する。
【００１０】
　また、本発明は、バッテリを備える携帯型超音波診断装置において、前記バッテリの温
度を検出するバッテリ温度検出部と、前記バッテリの残量を検出するバッテリ残量検出部
と、前記バッテリの温度と前記バッテリの残量に基づいて前記バッテリの状況の判定を行
なう判定部と、前記判定部の判定に基づいて警告情報を作成する警告情報作成部と、超音
波に基づく超音波画像を表示する画像表示部と、を備え、前記判定部は、前記バッテリの
温度閾値を記憶する温度閾値記憶部と、前記温度閾値記憶部に記憶された前記温度閾値と
前記バッテリ温度検出部で検出された前記バッテリの温度を比較する温度比較部と、前記
バッテリの残量閾値を記憶する残量閾値記憶部と、前記残量閾値記憶部に記憶された前記
残量閾値と前記バッテリ残量検出部で検出された前記バッテリの残量を比較する残量比較
部と、前記温度比較部並びに前記残量比較部の比較情報に基づいて、前記バッテリが正常
である又は前記バッテリが異常であることを判定する比較判定部と、を有し、前記温度閾
値より前記バッテリの温度が高い場合、若しくは前記残量閾値より前記バッテリの残量が
低い場合、前記画像表示部は前記超音波画像をフリーズさせることを特徴とする。また、
本発明は、バッテリを備える携帯型超音波診断装置において、  前記バッテリの温度を検
出するバッテリ温度検出部と、前記バッテリの残量を検出するバッテリ残量検出部と、前
記バッテリの温度と前記バッテリの残量に基づいて前記バッテリの状況の判定を行なう判
定部と、前記判定部の判定に基づいて警告情報を作成する警告情報作成部と、前記判定部
は、前記バッテリの温度閾値を記憶する温度閾値記憶部と、前記温度閾値記憶部に記憶さ
れた前記温度閾値と前記バッテリ温度検出部で検出された前記バッテリの温度を比較する
温度比較部と、前記バッテリの残量閾値を記憶する残量閾値記憶部と、前記残量閾値記憶
部に記憶された前記残量閾値と前記バッテリ残量検出部で検出された前記バッテリの残量
を比較する残量比較部と、前記温度比較部並びに前記残量比較部の比較情報に基づいて、
前記バッテリが正常である又は前記バッテリが異常であることを判定する比較判定部と、
を有し、前記判定部は、前記バッテリの温度が前記温度閾値に達するまでの時間である第
１使用推定時間を、前記バッテリ温度検出部で検出された前記バッテリの温度に基づいて
判定し、前記バッテリの残量が前記残量閾値に達するまでの時間である第２使用推定時間
を、前記バッテリ残量検出部で検出された前記バッテリの残量に基づいて判定し、前記第
１使用推定時間及び前記第２使用推定時間のうち、短い方を最終的な前記バッテリの残り
の使用時間として決定することを特徴とする。
【００１１】
　また、超音波の送受信を制御する超音波送受信制御部を備え、前記温度閾値より前記バ
ッテリの温度が高い場合、若しくは前記残量閾値より前記バッテリの残量が低い場合、前
記超音波送受信制御部の超音波の送受信を停止させる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、バッテリの残量以外のパラメータも監視することにより、警告情報を
適切に表示することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１３】
【図１】本発明の携帯型超音波診断装置の外観図
【図２】本発明の携帯型超音波診断装置の構成図
【図３】本発明の携帯型超音波診断装置の判定部36の構成図
【図４】本発明の携帯型超音波診断装置の判定部36の一動作例を示す図
【図５】本発明の携帯型超音波診断装置の画像表示部26の一表示例を示す図
【図６】本発明の携帯型超音波診断装置の判定部36の一動作例を示す図
【図７】本発明の携帯型超音波診断装置の画像表示部26の一表示例を示す図
【図８】本発明の携帯型超音波診断装置の実施例2の判定部36の構成図
【図９】本発明の携帯型超音波診断装置の実施例2の判定部36の一動作例を示す図
【図１０】本発明の携帯型超音波診断装置の実施例2の画像表示部26の一表示例を示す図
【図１１】本発明の携帯型超音波診断装置の実施例3の判定部36の構成図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図1は、本発明の携帯型超音波診断装置の外観図である。図1に示すように、携帯型超音
波診断装置は、構造体として、主な処理機能を持つ装置を収納する本体筐体2と、操作者
が操作する操作部を備えたキーボード筐体4と、画像を表示する表示部を備えた表示筐体6
とを備えている。また、本体筐体2には、ケーブル8を介して、超音波を送受信する超音波
探触子12が接続されている。
【実施例１】
【００１５】
　図2は、携帯型超音波診断装置の構成を示すブロック図である。図2に示すように、携帯
型超音波診断装置には、被検体10に当接させて超音波を送受信する超音波探触子12と、超
音波探触子12を介して被検体10に時間間隔をおいて超音波を繰り返し送信させる送信部14
と、被検体10から反射された超音波を反射エコー信号として受信する受信部16と、送信部
14と受信部16を制御する超音波送受信制御部18と、受信部16で受信された超音波に基づく
反射エコー信号を整相加算する整相加算部20とが備えられている。
【００１６】
　また、携帯型超音波診断装置には、整相加算部20で整相加算され作成されたRF信号フレ
ームデータに基づいて被検体10の断層画像、例えば白黒の断層画像を構成する断層画像構
成部22と、画像表示部26の表示に合うように断層画像を調整し、断層画像と他の画像を重
ね合わせたり、並列に表示させたりして合成を行う画像合成部24と、画像合成部24から出
力された画像を表示する画像表示部26とが備えられている。
【００１７】
　また、携帯型超音波診断装置には、各構成要素に電力を供給するバッテリ30と、バッテ
リ30の温度を検出するバッテリ温度検出部32と、バッテリ30の残量を検出するバッテリ残
量検出部34と、バッテリ30の温度とバッテリ30の残量に基づいてバッテリ30の状況の判定
を行なう判定部36と、判定部36の判定に基づいて警告情報を作成する警告情報作成部38と
、各構成要素に電力を供給するとともにバッテリ30を充電させるためのACアダプタ40と、
ACアダプタ40により各構成要素に電力が供給されること、又はバッテリ30を充電している
ことを検出するアダプタ接続検出部42とを備えている。
【００１８】
　さらに、携帯型超音波診断装置には、操作部44と、操作部44の指示に基づく制御情報を
各構成要素に伝達する制御部46とが備えられている。
【００１９】
　ここで、携帯型超音波診断装置の各構成要素についてさらに詳細に説明する。超音波探
触子12は、複数の振動子を配設して形成されており、被検体10に振動子を介して超音波を
送受信する機能を有している。
【００２０】
　送信部14は、超音波探触子12を駆動して超音波を発生させるための送波パルスを生成す
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るとともに、送信される超音波の収束点をある深さに設定する機能を有している。また、
受信部16は、超音波探触子12で受信した超音波に基づく反射エコー信号について所定のゲ
インで増幅してRF信号すなわち受波信号を生成するものである。整相加算部20は、受信部
16で増幅されたRF信号を入力して位相制御し、一点又は複数の収束点に対し超音波ビーム
を形成してRF信号フレームデータを生成するものである。
【００２１】
　断層画像構成部22は、整相加算部20からのRF信号フレームデータを入力してゲイン補正
、ログ圧縮、検波、輪郭強調、フィルタ処理等の信号処理を行い、断層画像を構成するも
のである。
【００２２】
　操作部44は、各種キーを有したキーボードと、トラックボール等からなる。操作部44の
トラックボールを回転させることによって、例えば、制御部46は断層画像の表示領域の範
囲を調整する。そして、操作部44のキーボードの確定キーを押すことによって、制御部46
は調整された領域を確定する。そして、制御部46は、設定された表示領域の位置情報を画
像合成部24に伝達する。画像合成部24は、表示領域に基づく断層画像を画像表示部26に表
示させる。
【００２３】
　ACアダプタ40は、交流の電力を入力して所定の電力を出力するものである。ACアダプタ
40は、バッテリ30を充電するという機能と各構成要素に電力を供給する機能を有している
。ACアダプタ40をコンセントに接続すると、ACアダプタ40は各構成要素とバッテリ30とに
電気的に接続されることになる。
【００２４】
　バッテリ温度検出部32は、バッテリ30の温度を検出する機能を有している。具体的には
、バッテリ温度検出部32は、バッテリ30の表面の所定の対象に貼り付けられ、セル温度を
検出している。
【００２５】
　バッテリ残量検出部34は、バッテリ30の残量を検出する機能を有している。具体的には
、バッテリ残量検出部34は、バッテリ30の残電圧を測定することによりバッテリ30の残量
を検出する。
【００２６】
　なお、バッテリ温度検出部32とバッテリ残量検出部34は、バッテリ30に内蔵されていて
もよい。
【００２７】
　ここで、判定部36について、図3を用いて説明する。判定部36は、バッテリ30の温度閾
値を記憶する温度閾値記憶部50と、温度閾値記憶部50に記憶された温度閾値とバッテリ温
度検出部32で検出されたバッテリ30の温度を比較する温度比較部52と、バッテリ30の残量
閾値を記憶する残量閾値記憶部54と、残量閾値記憶部54に記憶された残量閾値とバッテリ
残量検出部34で検出されたバッテリ30の残量を比較する残量比較部56と、温度比較部52並
びに残量比較部56の比較情報に基づいて、バッテリ30が正常である又はバッテリ30が異常
であることを判定する比較判定部58を有している。
【００２８】
　温度比較部52は、温度閾値記憶部50に記憶された温度閾値とバッテリ温度検出部32で検
出されたバッテリ30の温度を比較し、温度閾値よりバッテリ30の温度が低い場合、比較判
定部58はバッテリ30が正常であると判定する。温度閾値よりバッテリ30の温度が高い場合
、比較判定部58はバッテリ30が異常であると判定する。
【００２９】
　温度閾値は、バッテリ30の劣化を促進させてしまう温度に基づいて設定される。操作部
44により任意に温度閾値を設定し、温度閾値記憶部50に記憶させることができる。例えば
、温度閾値を50℃と設定することができる。
【００３０】
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　バッテリ温度検出部32は、所定時間の間隔でバッテリ30の温度を検出する。所定時間の
間隔とは、数秒の間隔、例えば、5秒の間隔である。バッテリ温度検出部32において所定
時間の間隔でバッテリ30の温度が検出される毎に、温度比較部52は、温度閾値記憶部50に
記憶された温度閾値とバッテリ温度検出部32で検出されたバッテリ30の温度を所定時間の
間隔で比較する。
【００３１】
　残量比較部56は、残量閾値記憶部54に記憶された残量閾値とバッテリ残量検出部34で検
出されたバッテリ30の残量を比較し、残量閾値よりバッテリ30の残量が高い場合、比較判
定部58はバッテリ30が正常であると判定する。残量閾値よりバッテリ30の残量が低い場合
、比較判定部58はバッテリ30が異常である、つまり充電が必要であると判定する。
【００３２】
　残量閾値は、バッテリ30の充電を必要とする残量に基づいて設定される。操作部44によ
り任意に残量閾値を設定し、残量閾値記憶部54に記憶させることができる。例えば、残量
閾値を10パーセントと設定することができる。
【００３３】
　バッテリ残量検出部34は、バッテリ30の温度を検出する所定時間の間隔と同じ間隔でバ
ッテリ30の残量を検出する。バッテリ残量検出部34において所定時間の間隔でバッテリ30
の残量が検出される毎に、残量比較部56は、残量閾値記憶部54に記憶された残量閾値とバ
ッテリ残量検出部34で検出されたバッテリ30の残量を所定時間の間隔で比較する。
【００３４】
　つまり、温度比較部52と残量比較部56は、それぞれ同じ所定時間の間隔でバッテリ30の
温度と残量を比較することになる。そして、比較判定部58は、当該所定時間の間隔で同時
にバッテリ30の状態を判定することになる。よって、バッテリ30の状態をバッテリ30の各
パラメータで漏れなく判定することができる。
【００３５】
　警告情報作成部38は、判定部36(比較判定部58)の判定結果に基づいて警告情報を作成す
る。警告情報作成部38は、バッテリ30の残量が不足している、又はバッテリ30が高温であ
るとメッセージを画像表示部26に表示させたり、バッテリ30に充電を促すメッセージを画
像表示部26に表示させたりする。
【００３６】
　画像合成部24は、判定部36(比較判定部58)の判定結果に基づいて、温度閾値よりバッテ
リ30の温度が高い場合、若しくは残量閾値よりバッテリ30の残量が低い場合、画像表示部
26に表示される断層画像をフリーズさせることもできる。また、判定部36(比較判定部58)
の判定結果に基づいて、温度閾値よりバッテリ30の温度が高い場合、若しくは残量閾値よ
りバッテリ30の残量が低い場合、超音波送受信制御部18が超音波を送受信しないように制
御することもできる。
【００３７】
　つまり、判定部36(比較判定部58)の判定結果に基づいて、携帯型超音波診断装置を省電
力モードに切り替えることもできる。そのため、バッテリ30の残量が不足している又はバ
ッテリ30が高温であるとメッセージである警告情報が画像表示部26に表示させるとともに
、携帯型超音波診断装置の使用時間を延ばすことができる。
【００３８】
　ここで、図4を用いて、判定部36の動作について具体例を示して説明する。図4(a)は、
バッテリ30の温度に関するグラフである。図4(b)は、バッテリ30の残量に関するグラフで
ある。それぞれのグラフの左端は、携帯型超音波診断装置の使用開始時間であり、バッテ
リ30が使用開始時間である。図4(a)と図4(b)は、同じ時間軸で示されている。
【００３９】
　図4(a)に示される温度Aは、温度閾値記憶部50に記憶されたバッテリ30の温度閾値であ
る。図4(b)に示される残量Bは、残量閾値記憶部54に記憶されたバッテリ30の残量閾値で
ある。
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【００４０】
　バッテリ温度検出部32は所定時間の間隔でバッテリ30の温度を検出し、バッテリ残量検
出部34は所定時間の間隔でバッテリ30の残量を検出する。図4(a)に示されるグラフの実線
がバッテリ30の温度経過である。図4(b)に示されるグラフの実線がバッテリ30の残量経過
である。
【００４１】
　バッテリ30の使用する時間が経過するに伴い、バッテリ30の温度が上昇し、バッテリ30
の残量が減少する。温度比較部52は、温度閾値記憶部50に記憶された温度閾値である温度
Aとバッテリ温度検出部32で検出されたバッテリ30の温度を比較する。残量比較部56は、
残量閾値記憶部54に記憶された残量閾値である残量Bとバッテリ残量検出部34で検出され
たバッテリ30の残量を所定時間の間隔で比較する。
【００４２】
　時間(T1)では、バッテリ30の温度がバッテリ30の温度閾値である温度Aに達する。温度
閾値である温度Aよりバッテリ30の温度が高い場合、比較判定部58はバッテリ30が異常で
あると判定する。
【００４３】
　警告情報作成部38は、判定部36(比較判定部58)の判定結果に基づいて警告情報を作成す
る。警告情報作成部38は、バッテリ30が高温であるという警告のメッセージを作成する。
具体的には、警告情報作成部38は、図5に示すように、「バッテリの温度が高温です。」
「しばらくすると電源が切れます。」などのメッセージ60を作成して、画像表示部26に表
示させる。また、警告情報作成部38は、操作者に注意を促す注意マーク64を作成して、画
像表示部26に表示させる。注意マーク64は、バッテリ30の残量を示す残量マーク62上に重
畳されて表示される。
【００４４】
　なお、アダプタ接続検出部42によって、ACアダプタ40がコンセントに接続され、ACアダ
プタ40により各構成要素に電力が供給されている、又はバッテリ30を充電していることを
検出した場合、判定部36(比較判定部58)はアダプタ接続されたことを判定し、警告情報作
成部38は、上記に示すような警告情報を作成しない。つまり、温度閾値よりバッテリ30の
温度が高い場合、若しくは残量閾値よりバッテリ30の残量が低い場合であっても、ACアダ
プタ40によるアダプタ接続が優先的に判定部36(比較判定部58)によって判定される。そし
て、ACアダプタ40によるアダプタ接続されている場合、警告情報は作成されない。
【００４５】
　ここで、図6を用いて、判定部36の動作について具体例を示して説明する。図6は、図4
の具体例から、時間がさらに経過した状態を示すグラフである。
【００４６】
　時間(T1)では、バッテリ30の温度がバッテリ30の温度閾値である温度Aに達する。温度
閾値である温度Aよりバッテリ30の温度が高い場合、比較判定部58はバッテリ30が異常で
あると判定する。さらに、バッテリ30の使用する時間が経過するに伴い、バッテリ30の温
度が上昇し、バッテリ30の残量が減少する。時間(T2)では、バッテリ30の残量がバッテリ
30の残量閾値である残量Bに達する。残量閾値である残量Bよりバッテリ30の残量が低い場
合、比較判定部58はバッテリ30がさらに異常であると判定する。
【００４７】
　警告情報作成部38は、判定部36(比較判定部58)の判定結果に基づいて警告情報を作成す
る。警告情報作成部38は、温度閾値である温度Aよりバッテリ30の温度が高い、且つ残量
閾値である残量Bよりバッテリ30の残量が低いことに基づいて、警告情報作成部38は、バ
ッテリ30が高温であるという警告とバッテリ30の残量が少ない警告のメッセージを作成す
る。
【００４８】
　図6で示される警告情報は、温度閾値である温度Aよりバッテリ30の温度が高い、且つ残
量閾値である残量Bよりバッテリ30の残量が低いため、図4で示される警告レベルよりも警
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告レベルが上げられる。警告情報作成部38は、例えば「まもなく電源が切れます。」など
のメッセージ60を作成して、画像表示部26に表示させる。
【００４９】
　なお、バッテリ残量検出部34は、バッテリ30の残量を検出するが、バッテリ30の故障に
よりバッテリ30の残量が検出できない場合がある。その場合、警告情報作成部38は、バッ
テリ30の残量が検出できない場合、バッテリ30が故障している警告情報を作成して、画像
表示部26に表示させる。バッテリ30が故障している警告情報は、他の画像に優先して画像
表示部26に表示されることになる。
【００５０】
　具体的には、図7で示されるように、警告情報作成部38は、例えば「バッテリが故障し
ている可能性があります。」「まもなく電源が切れます。」「サービス員にご連絡くださ
い。」などのメッセージ70を作成して、画像表示部26に表示させる。画像表示部26に表示
されるメッセージ70は、超音波画像に重なるように表示される。また、警告情報作成部38
は、操作者にバッテリ30の故障の注意を促すバッテリ故障マーク72を作成して、画像表示
部26に表示させる。バッテリ故障マーク72は、バッテリ30の残量を示す残量マーク62上に
重畳されて表示される。
【００５１】
　以上、本実施例によれば、バッテリ30の温度を検出するバッテリ温度検出部32と、バッ
テリ30の残量を検出するバッテリ残量検出部34と、バッテリ30の温度とバッテリ30の残量
に基づいてバッテリ30の状況の判定を行なう判定部36と、判定部36の判定に基づいて警告
情報を作成する警告情報作成部38とを備えた。よって、バッテリ30の残量以外のパラメー
タも監視することにより、警告情報を適切に表示することができる。
【実施例２】
【００５２】
　ここで、実施例2について、図8～図10を用いて説明する。実施例1と異なる点は、判定
部36は、バッテリ30の温度及び残量に基づいて、温度閾値及び残量閾値までのバッテリ30
の残りの使用時間を判定する点である。
【００５３】
　図8に示すように、判定部36は、バッテリ30の温度閾値を記憶する温度閾値記憶部50と
、温度閾値記憶部50に記憶された温度閾値とバッテリ温度検出部32で検出されたバッテリ
30の温度経過に基づいて残りの使用推定時間を演算する温度使用時間推定部80と、バッテ
リ30の残量閾値を記憶する残量閾値記憶部54と、残量閾値記憶部54に記憶された残量閾値
とバッテリ残量検出部34で検出されたバッテリ30の残量経過に基づいて残りの使用推定時
間を演算する残量使用時間推定部82と、温度使用時間推定部80並びに残量使用時間推定部
82の残りの使用推定時間に基づいて、バッテリ30の残りの使用時間を判定する使用時間判
定部84を有している。
【００５４】
　図9を用いて、判定部36の動作について具体例を示して説明する。図4に示す具体例と同
様に、バッテリ30の使用する時間が経過するに伴い、バッテリ30の温度が上昇し、バッテ
リ30の残量が減少する。
【００５５】
　ここで、現在の時間を時間(T3)とする。時間(T3)において、温度使用時間推定部80は、
温度閾値記憶部50に記憶された温度閾値とバッテリ温度検出部32で検出されたバッテリ30
の温度経過に基づいて残りの使用推定時間を演算する。具体的には、温度使用時間推定部
80は、まず、時間(T3)までに計測された温度と時間の関係から想定される特定のモデル関
数を用いて、時間(T3)以降の温度経過を推定する。例えば、最小二乗法によって、測定さ
れた温度及び時間の差と分散を最小にすることによって、特定のモデル関数が決定される
。特定のモデル関数を延長することにより、時間(T3)以降の温度経過を推定することがで
きる。
【００５６】
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　そして、時間(T3)以降の温度経過によって、温度閾値記憶部50に記憶された温度閾値で
ある温度Aに到達する使用推定時間を推定する。ここでは、時間(T3)から時間(T4)までが
温度に基づく使用推定時間となる。
【００５７】
　また、時間(T3)において、残量使用時間推定部82は、残量閾値記憶部54に記憶された残
量閾値とバッテリ残量検出部34で検出されたバッテリ30の残量経過に基づいて残りの使用
推定時間を演算する。残りの使用推定時間演算方法は、上記温度経過の形態と同様である
ので、ここでは説明は省略する。
【００５８】
　そして、時間(T3)以降の残量経過によって、残量閾値記憶部54に記憶された残量閾値で
ある残量Bに到達する使用推定時間を推定する。ここでは、時間(T3)から時間(T5)までが
残量に基づく使用推定時間となる。
【００５９】
　使用時間判定部84は、温度使用時間推定部80並びに残量使用時間推定部82の残りの使用
推定時間に基づいて、バッテリ30の残りの使用時間を判定する。具体的には、温度に基づ
く使用推定時間と残量に基づく使用推定時間とを比較し、短い使用推定時間をバッテリ30
の残りの使用時間とする。ここでは、時間(T3)から時間(T4)までの温度に基づく使用推定
時間がバッテリ30の残りの使用時間となる。
【００６０】
　警告情報作成部38は、バッテリ30の残りの使用時間を画像表示部26に表示させる。具体
的には、図10で示されるように、警告情報作成部38は、例えば「時間(T4)まで使用可能で
す。」などの残りの使用時間を示すメッセージ90を作成して、画像表示部26に表示させる
。残りの使用時間を示すメッセージ90は、比較的軽度な情報であるので、画像表示部26に
表示される超音波画像に重ならないように表示される。
【００６１】
　以上、本実施例によれば、バッテリの残量以外のパラメータも監視し、残りの使用時間
を示す警告情報を適切に表示することができる。
【実施例３】
【００６２】
　ここで、実施例3について、図11を用いて説明する。実施例1、2と異なる点は、判定部3
6は、バッテリ30の残量及び充電回数に基づいて、バッテリ30の残りの使用時間を判定す
る点である。
【００６３】
　判定部36は、実施例2で示す、温度閾値記憶部50と、温度使用時間推定部80と、残量閾
値記憶部54と、残量使用時間推定部82と、使用時間判定部84と、バッテリ30の充電回数を
計測する充電回数計測部86を有している。
【００６４】
　時間(T3)において、残量使用時間推定部82は、残量閾値記憶部54に記憶された残量閾値
とバッテリ残量検出部34で検出されたバッテリ30の残量と充電回数計測部86で計測される
バッテリ30の充電回数に基づいて残りの使用推定時間を演算する。
【００６５】
　残量使用時間推定部82は、バッテリ30の充電回数とバッテリ30の残量の関係(残量のグ
ラフの傾き)を予め記憶しておく。例えば、バッテリ30の充電回数が1～100回であれば、
図9(b)に示すようなバッテリ30の残量のグラフの傾きになる。バッテリ30の充電回数が10
1～200回であれば、図9(b)に示すようなバッテリ30の残量のグラフの傾きより、数度分、
急な傾きになる。バッテリ30の充電回数が201～300回であれば、バッテリ30の充電回数が
101～200回の残量のグラフの傾きより、さらに数度分、急な傾きになる。
【００６６】
　また、バッテリ30の充電回数を「n」とし、バッテリ30の残量のグラフの傾き「a」を次
式により求めることができる。
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｛式｝　　　a＝k×n(k：任意の係数)
　なお、任意の係数である「k」は、「n」の増加に比べて、ゆるやかに減少する係数であ
ってもよい。
【００６７】
　そして、バッテリ残量検出部34で検出されたバッテリ30の残量と充電回数により決定さ
れた時間(T3)以降の残量経過によって、残量閾値記憶部54に記憶された残量閾値である残
量Bに到達する使用推定時間を推定する。
【００６８】
　そして、使用時間判定部84は、温度使用時間推定部80並びに残量使用時間推定部82の残
りの使用推定時間に基づいて、バッテリ30の残りの使用時間を判定する。具体的には、温
度に基づく使用推定時間と残量に基づく使用推定時間とを比較し、短い使用推定時間をバ
ッテリ30の残りの使用時間とする。そして、警告情報作成部38は、バッテリ30の残りの使
用時間を画像表示部26に表示させる。
【００６９】
　以上、本実施例によれば、バッテリの残量以外の充電回数を監視し、残りの使用時間を
示す警告情報を適切に表示することができる。
【符号の説明】
【００７０】
　2　本体筐体、4　キーボード筐体、6　表示筐体、8　ケーブル、10　被検体、12　超音
波探触子、14　送信部、16　受信部、18　超音波送受信制御部、20　整相加算部、22　断
層画像構成部、24　画像合成部、26　画像表示部、30　バッテリ、32　バッテリ温度検出
部、34　バッテリ残量検出部、36　判定部、38　警告情報作成部、40　ACアダプタ、42　
アダプタ接続検出部、44　操作部、46　制御部

【図１】 【図２】
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